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豊中市立学校における外国人英語指導助手派遣事業仕様書 

 

１．契約業務名  豊中市立学校における外国人英語指導助手派遣事業 

 

２．事業の目的 

小学校及び義務教育学校（前期課程）３・４年生においては、外国語によるコミ

ュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、話すことの言

語活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成する。 

小学校及び義務教育学校（前期課程）５、６年においては、外国語によるコミュニケ

ーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、

書くことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成

する。 

   中学校及び義務教育学校（後期課程）においては、小学校で育まれた素地をふまえ、

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ

と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解

したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を育成する。 

 

３．履行期間    

令和７年（２０２５年）４月１日から令和１０年（２０２８年）３月３１日まで 

 

４．業務の内容 

   派遣業者（以下「派遣元」という。）は、豊中市立学校（以下「学校」という。）に

外国人英語指導助手（以下「ＡＥＴ」という。）を派遣する。 

ＡＥＴは、豊中市教育委員会（以下「派遣先」という。）及び学校の校長（以下「校

長」という。）の指示に従って、学校の教員の指導のもと、ティーム・ティーチングに

より、次の各号に掲げる業務（以下「派遣業務」という。）を履行する。 

（１）学校の教員の指導のもと、ティーム・ティーチングによる小学校外国語活動・英語の

授業支援 

    ※派遣期間において、１クラスあたりの実施時数は、以下のとおりとする。 

      ●小学校 ３・４年生 １４時間/クラス 

      ●小学校 ５・６年生 ２８時間/クラス 

      ●中学校 １～３年生 ４９時間/クラス 

    ※義務教育学校及び庄内よつば学園関係校（第七中学校・庄内南小学校・庄内西小
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学校・千成小学校）については、別途調整する。 

    ※令和8年度（2026年度）庄内よつば学園 開校予定のため別途調整する。 

    ※令和9年度（2027年度）学びの多様化学校 開校予定のため別途調整する。 

    また、派遣元は、毎月の各校各クラスの実施時数について、報告するものとする。 

（２）各教科・特別の教科 道徳・特別活動（学級活動、児童会・生徒会活動等）・総合的

な学習の時間におけるＩＣＴを活用した英語教育や国際理解に係る授業の支援 

（３）（１）・（２）に関する業務について、学校の教員等との打合せ、カリキュラムの作

成や教材の準備 

（４）放送テスト及び音声教材等作成の支援  

（５）校内で実施される学校行事への参加・参観 

（６）校内における小学校外国語活動・英語及び国際理解に関わる教職員研修の支援 

（７）校内におけるＩＣＴ及びデジタルコンテンツを活用した英語教育の支援 

（８）校内における国際交流授業の支援 

（９）教員研修の支援 

（10）中学校区に配置されたＡＥＴにおいては、各校各クラスの実施時数を確保したうえで、

中学校区のＡＥＴと連携して（３）（４）（６）（７）（８）に関わる業務支援を行

うこと 

（11）その他校長が指示した関連業務（児童・生徒との交流を通した英会話と文化交流等） 

 

５．派遣業務の実施場所 

（１）派遣業務は、各学校で実施する。 

（２）就業場所は、別途、派遣先の指定する学校とする。 

   第四中学校には第四中学校夜間学級を、桜井谷小学校及び第十三中学校には豊中市

立豊中病院内学級を含むものとする。 

 

６．指揮命令者 

   派遣業務に従事するＡＥＴに対する指揮命令者は校長とする。 

 

７．派遣人員 

   本契約により業務を実施する派遣元のＡＥＴは常勤相当のＡＥＴを３０名相当準備

するものとする。派遣校については、原則として、付表１のとおりとする。 

   なお、小学校等では18,200コマ、中学校等では23,800コマの時数を確保したうえで、

小中一貫教育推進の観点から配置するものとする。 
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８．ＡＥＴの資格要件  

   派遣元は、前項の業務を実施するＡＥＴの選任に当たっては、次の各号に掲げる資格

要件を全て満たすことを条件とし、適任者を選定する。また、派遣元は派遣先にＡＥＴ

の名前及びその履歴が記載された書類を提出し、承認を得なければならない。 

（１）英語を母国語とし、英語を公用語とする国の大学以上の卒業資格を有し、外国語とし

ての英語教育に知識・関心がある者。 

（２）英語の発音、リズム、イントネーション及び発声が優秀であり、かつ文章力、文法力

が優れている者。 

（３）日本における小・中・義務教育学校での英語教育の指導経験が十分にあり、その勤務

内容が良好で、資質等において小・中・義務教育学校の教育に携わるに適した者。 

（４）文部科学省発行の「Let’s Try!」及び本市で使用する英語教科書、小学校及び義務

教育学校（前期課程）「NEW HORIZEN Elementary English Course」（東書）、中学校

及び義務教育学校（後期課程）「Sunshine English Course」（開隆堂）に精通し、英

語科教員等と協働して支援ができる者。 

（５）業務の実施に支障がなく、勤務に適したビザを取得している者。 

（６）教職員とのコミュニケーションが円滑に行えるレベルの日本語力を有する者。特に、

小学校へ派遣する者については、授業の打合せ等を全て日本語で行うに支障のない者。 

 

９．派遣期間 

   派遣期間は、派遣業務の１日単位時間を７時間、２００日/年・人とし、令和７年（２

０２５年）４月１日から令和１０年（２０２８年）３月３１日までとする。 

 

１０．派遣業務の就業日 

派遣期間の授業日のうち、別途派遣先が指定する日数（付表１）を就業日としてＡＥ

Ｔを派遣する。派遣先は、派遣元に対し、派遣開始に先立って就業日の年間予定表を渡

すこととする。就業日の急な変更を要する場合には、派遣先学校長と派遣元においてそ

の都度協議し、合意の上決定とする。 

 

１１．就業時間および休憩時間 

実施期間中の就業時間および休憩時間は以下の通りとする。 

   月曜日から金曜日（祝日・国民の休日を除く）の毎日、午前８時３０分から午後４時

１５分まで（休憩時間４５分を含む）を原則とする。ただし、土曜日または日曜日に実

施される運動会・体育大会・授業参観（以下、行事という。）については派遣日と位置
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づけるとともに、行事が実施される日を含んだ月曜日からの週において、ＡＥＴの勤務

日については６日以内、勤務時間を４０時間以内とする。 

休憩時間については、午前１１時から午後２時までの時間内で校長が定めるものと

する。 

なお、前項にかかわらず第四中学校夜間学級においては、午後１時３０分から午後９

時１５分（休憩時間４５分を含む。）を原則とする。 

また、公共交通機関が動いている限り、気象警報等の非常変災時の勤務については、

本市立学校教職員と同様とする。 

 

１２. 研修 

   派遣元は、ＡＥＴに以下に示す研修を受講させる。なお、研修の主催は派遣先が行  

い、派遣元が立ち会うものとする。 

（１）派遣開始にあたっては事前研修（４時間）を行う。研修参加に係る派遣経費について

は、派遣元が支給する。また、研修に係わる時間は「就業時間」に含むものとする。 

（２）派遣元は、必要に応じて、ＡＥＴに向けた研修を行い、ＡＥＴの資質向上を図るもの

とする。この場合、研修に関わる時間は「就業時間」に含まないものとする。 

（３）派遣元は、必要に応じて、学校の教員に向けた研修を行い、ＡＥＴの活用方法等を伝

授するなど、教員の英語指導技術の向上に協力するものとする。研修日程については派

遣先と調整する。研修に係る経費については、派遣先が支給する。 

 

１３. 服務 

派遣元は、ＡＥＴに、その職務を遂行するに当たって、派遣先及び校長の指揮命令に

従わせるものとする。 

（１）派遣先及び派遣された学校の信用を失墜するような行為をしてはならない。 

（２）職務上知り得た秘密を、契約中及び本契約終了後についても漏らしてはならない。 

（３）職務に関して、宗教活動や政治活動を行ってはならない。 

（４）学校教育にふさわしい態度で支援に臨み、また、学校管理運営上支障が生じる行為  

を行ってはならない。 

（５）就業時間（休憩時間を除く）においては、注意力のすべてをその職務遂行のために用

いなければならない。 

 

１４. 派遣元の遵守事項 

   派遣元は、派遣業務の円滑な遂行を行うために、ＡＥＴの職務に係る一切の業務に 
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誠意を持って遂行し、次の各号に定める事項について遵守する。 

（１）派遣元は、本派遣業務の契約締結に際し、労働者派遣事業の許可を受けている事業主

であることを書面により派遣先に提出する。 

（２）ＡＥＴが選任された時点で、名前等（社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届け、

健康診断結果の提出を含む）が記載されたＡＥＴ決定通知書及びＡＥＴプロフィール

票を派遣先に提出する。 

（３）ＡＥＴが計画どおり就業ができない事態が生じた場合は、速やかに責任をもって対処

する。 

（４）ＡＥＴに対する研修及び学校の教員に対する研修等を実施するにあたり、それぞれの

指導技術の向上を図るとともに、児童生徒の人権擁護等に関する教育にも十分留意す

る。 

（５）各学校におけるＡＥＴのティーム・ティーチング授業参観については、派遣元コーデ

ィネーターが派遣先担当者とともに参加する。ＡＥＴの授業見学指導は派遣元コーデ

ィネーターが参加する。 

 

１５. 作成教材等の著作権 

ＡＥＴが、派遣された学校の英語科教員等と協力して作成した教材等に係わる著作

権等知的所有権は、当該学校に属する。 

 

１６. 派遣元責任者及び派遣先責任者の選任 

   派遣業務を円滑に遂行し、遵守事項に反することがないような適切な措置を講じる

ため、派遣元と派遣先においてそれぞれ責任者を選任する。 

 

１７. ＡＥＴからの苦情の処理 

ＡＥＴからの苦情の申し出を受ける者は、選任した派遣元及び派遣先責任者とし、誠

意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り、その結果を当該ＡＥＴに

通知する。 

   なお、派遣元及び派遣先は、その解決が容易であり、自ら即時に処理した苦情の他は

相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず当該ＡＥＴに通知すること

とする。 

 

１８. 学校給食 

  ＡＥＴの学校給食の喫食については、以下のとおりとする。 
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（１） 学校給食の喫食を希望する場合は、派遣元が喫食希望者分全員の「給食実施申込書」

を取りまとめ、派遣先が指定する期日までに派遣先が指定する提出先へ提出しなけれ

ばならない。 

（２） 学校給食費は、派遣元が喫食者分全員の各月の学校給食費を取りまとめ、派遣先が

指定する期日（小学校・義務教育学校（前期課程）：毎月26日 中学校・義務教育学

校（後期課程）：毎月27日）までに納付書により支払わなければならない。 

 

１９. その他 

（１）職務上の災害または通勤による災害に対する補償については、派遣元の定めるとこ  

ろによるものとし、派遣先は当該ＡＥＴ及び派遣元に対し賠償責任等は一切負わない  

ものとする。但し、派遣先の重大な過失による場合はこの限りではない。 

（２）派遣先は、ＡＥＴが派遣業務の遂行にあたり、著しく適性を欠くと判断した場合は、

派遣元に対し、ＡＥＴの変更を請求することができる。 

（３）派遣元は、ＡＥＴの故意または過失により、児童、生徒、教職員に損害を与えたと  

きはその損害を賠償する。 

（４）派遣元は、ＡＥＴに対して小中学校で使用する教科用図書、小学校及び義務教育学校

（前期課程）「NEW HORIZON Elementary English Course」（東書）、中学校及び義務

教育学校（後期課程）「Sunshine English Course」（開隆堂）を支給するものとする。

但し、小学校で使用する文部科学省発行の「Let’s Try! 」は、派遣先が支給する。 

（５）この仕様書に定めのない事項が生じた場合は、必要に応じて派遣先及び派遣元が双方

協議のうえ、これを定めるものとする。 

（６）派遣元は、ＡＥＴの勤務実績について、派遣先が指定する様式にて毎月度集計し、派

遣先へ報告するものとする。 


